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新入社員、新配属の方への教育のススメ 
新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する 
事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください！ご要望に 
応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコード 
からもご覧いただけます。 
https://www.knights.jp/bkform.html 

2023 年 1 月 30 日、厚生労働省は都道府県労働局長宛に、有機則等※に基づく化学物質の管理が

一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用についての通達を行いました。 

 この制度は、事業者による化学物質の自律的な管理を促進するという考え方に基づき、作業環境

測定の対象となる化学物質を取り扱う業務等について、化学物質管理の水準が一定以上であると

所轄都道府県労働局長が認める事業場に対して、有機則等の規定の一部の適用を除外することを

認めるものです。 

（※ 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防

規則） 

有機則等の適用除外の認定対象と申請書類の概要は以下の通りです。 

〇  認定対象 

（1） 認定は、申請を行った事業場ごとに行う  （2） 認定は、規則ごとに行う 

〇 申請書類 

（1） 各規則の適用除外認定申請書及び申請書備考 4～6 に掲げる書面（化学物質管理専門家が 

必要な知識及び技能を有する者であることを証する書面の写し等） 

（2） 申請事業場に専属の化学物質管理専門家が当該事業場においてリスクアセスメントの実施等を 

管理していることを証する書面 

（3） 過去3年間に当該事業場において規制対象物による死亡又は休業4日以上の労働災害が発生 

していないことを証する申立書 

（4） 過去 3年間に当該事業場の作業場所について作業環境測定の評価の結果が全て第一管理区分 

されたことを証する作業環境測定結果証明書 

（5） 過去 3 年間に当該事業場の労働者について行われた特殊健康診断の結果、規制対象物による

異常所見があると認められる労働者が新たに発見されなかったことを証する健康診断結果 

記録等 

（6） 過去 3 年間に 1 回以上、当該事業場に属さない化学物質管理専門家による評価を受け、規制 

対象物による健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められる 

ことを示す書面 

（7） 過去 3 年間に事業者が当該事業場について法及び命令に違反していないことに係る申立書 

（8） その他、所轄都道府県労働局長が必要と認めるもの 

 当社では作業環境測定に長年の実績と豊富な経験があります。ご不明な点がございましたら、 

お気軽にお問い合わせください。 
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